
受講生募集

2022 年度

ご受講のメリット

講義を欠席されても、時間・場所を問わず、Web講座を受講頂け
ます。

講座終了時のアンケートで、多数の受講生が「わかりやすい」と回
答！

受講料・テキスト代・模試3回・Web講義、全部込みの会員特別の
価格！

充実のフォロー体制

わかりやすい教材・授業

安心の会員価格

詳細は、今月号同封のリーフレットをご覧ください！

18：30 ～ 20：40

4 5 10 4月 日 (火) ～ 月 日 (火)

2022年

全 48 回回数

通学 ・ 通信コース時間

日程

PCからは
検索大阪宅建協会

令和4年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻634号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／高村永振　発行責任者／塔本吉成
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

令和4年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻634号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

協会ＨＰに簡単アクセス

january february
1・22022

vol.634

vol.6341・22022

　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。

（一社）大阪府宅地建物取引業協会

　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。
　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。

令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

令和３年度第３回不動産業務研修会

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」

令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

令和３年度第３回不動産業務研修会

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」

　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。
　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、

特集 令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。

令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会令和３年度第３回不動産業務研修会

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」



2013年、40歳になった年に不動産コンサルティングをメインとした「株式会
社つばさ資産パートナーズ」を創業された岡原隆裕代表取締役。資格で得た
知識と豊富な経験を生かしながら、家主様の想いや考え、悩みをしっかり聴い
た上で対策案を複数提案されていらっしゃいます。今回は不動産業に携わる
ことになったきっかけや、顧客への思いなどについてお話をうかがいました。

　大学卒業後は大手の情報通信系企業に就職されたという岡
原社長。「40代になったら係長や課長、あわよくばその先は
部長と自分の将来が分かってしまう環境で、何だか面白くな
いなと思っていました。新人にも関わらず、会社の名前だけ
で仕事が取れてしまうことにも、“自分の実力ではないのに”
と疑問を感じていましたね。結局その会社は１年で辞め、学
生時代のアルバイト先で知り合った不動産会社の社長を頼っ
て転職したんです。不動産業界に入りたかったわけではあり
ませんでしたが、ベンチャー企業で自分の力を試したいという
思いがあって、自ら起業したという社長の下で働くことにしま
した。当時の目標は、法人賃貸仲介営業で売上ナンバー１を
とること。休みなく働き、１日30～40件の飛び込み営業は当
たり前。断られることもしばしばありましたが、その経験で精
神的に鍛えられ、営業スキルも上げることができたなと感じて
います」

　現場でのキャリアをしっかり積まれた岡原社長。30～40代
にかけて、さまざまな資格に挑戦されるようになりました。「い
くつかの不動産会社を経て、前職では家主様向けに、管理受
託営業やリノベーション受注、土地活用提案、不動産コンサ
ルティングなどを行っていました。その環境の中で、専門家

に相談したのに最善の提案がなされず悩んでいる家主様の多
さに気付きました。例えば、土地を売却するか資産として活
用するのか悩んでいる人がいたとします。相談先が売買専門
なら、売却を勧められますし、建築を専門にしているなら、
出口はアパート建築となりますよね。それぞれの企業の目的
から考えたら仕方のないことですが、顧客の立場になったら
どうなのだろうと。そこで、「顧客にとって何が最善の選択か」
という提案ができるようになりたいと思い、公認不動産コン
サルティングマスターの資格を取得しました。それから10年
ぐらいの間で賃貸不動産を投資視点から管理していくCPM®

（米国不動産経営管理士）、分割・納税・節税という視点か
ら相続対策を提案していくことが必要だと考え、相続対策専
門士や相続アドバイザーの資格も取得しました」とのこと。
　資格で得た知識によって論理的に話を進められる点にも重
要性を感じていらっしゃいます。「転職当時、不動産業界はダー
クな世界というイメージが残っていました。根拠もよく説明し
ないまま、“この物件はお買い得ですよ”なんて当たり前のよ
うに言っていた時代です。私はこの業界に入ってさまざまな経
験をしていくうちに、論理的に根拠を持って提案することが顧
客満足度を高められたり、不動産業界で働きたいという人が
増えたり、職業的な地位の向上にもつながったりするのでは
と考えるようになりました。インターネットで情報が簡単に手
に入る時代ですから、消費者も賢くなっています。昔のよう
に、口先だけでは乗り切れない・・・これからの不動産業界は、
数字を使いながら説明ができないとだめなんじゃないかなと
思っています」と語ってくださいました。

不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度の
アップを目指す不動産会社。

　３カ月に１回の頻度で『つばさ資産塾』という相続や活用に
関するセミナーを開催しています。私のほか、税理士・司法
書士・弁護士・不動産鑑定士などが講師を務めています。定
期的に開催して有効な情報を発信すること、継続して参加し
てもらうことが大切だと思っています。うれしいことに、“他
のセミナーでは聞けない内容なので、いつも楽しみにしてい
ます”“売り込みをされないから安心”“相続対策を実施する時、
信頼できるつばささんがいてくれると思うと安心です”といっ
た感想をいただいています。
　不動産コンサルティングでお金をもらうというのはまだ一般
的ではないかもしれませんが、有料コンサルティングに魅力を
感じて、賃貸管理も一緒にお願いしたいという依頼が増えて
きました。受けた感謝が自己の存在意義となり、スタッフの
モチベーションアップにもつながっています。社員・顧客とも
満足度が高まるという善循環を生み出す、なくてはならない

不動産会社を目指し、半歩先を見ながら進んでいきたいです
ね」と力強くお話ししてくださいました。

ベンチャーで力を試したいと思いました。

約10年で公認不動産コンサルティングマスター
などの資格を取得。

賃貸不動産業を“経営”という視点で捉えた時に、投資効率を考え収益を上げていくこと、商品としての魅力を高めることな
どが特に重要と考えていらっしゃる岡原社長。「物件が供給過多になっている時代、選ばれるためには入居者が魅力を感じるよう
な部屋づくりが求められます。デザイン性の高いリノベーションを投資効率を考えながら行い、他の物件と差別化を図り、競争優
位に立つことが賃貸経営の安定化につながると思い、『Reiz（ライツ）』というブランドを展開しています。Reizの特徴は、投資
利回りを考えて、リノベーションを行っている点。単にきれいにするのではなく、コストを抑えながら、デザイン性の高いリノベーショ
ンをすることをテーマとしています。
　また、少子化で賃貸経営が難しくなっている中、マンションやアパートでの土地活用だけでは、つまずくケースが目立ってきまし
た。一方、一戸建賃貸はファミリーなどの需要が高いにも関わらず供給数が不足しています。需要が見込めるので、規格商品も
市場に増えてきました。
　でも、規格商品にはデザイン的に“いいな”と思えるものがありませんでした。そこで、“デザイン性が高い”“建築費を抑えられる”
“投資利回りが高い”という商品をつくれば、家主様や入居者にも喜んでもらえるのではと思ったんです。まずは自社で堺市の
土地を仕入れて一戸建を建築し、『Felice（フェリス）』シリーズを展開していくことに決めました。以降、立地に合わせてコンセ
プトを決め、順調に棟数を増やしています。マンションの建築などは億単位で考えなくてはなりませんが、木造の一戸建であれば、
規模にもよりますが1,500万～2,000万円ほど。維持費も集合住宅に比べるとかかりませんので、支出面でのリスクが軽減でき
ます。また、相続時の遺産分割も行いやすくなる点もポイントだと思います」

デザイン性や収益性などに配慮したオリジナルブランドで、魅力的で選ばれる物件を提供。

セミナーの定期開催で有効な情報を発信し、時間をかけて信頼へとつなげています。

「顧客と我々が、共につばさを広げ
て幸せに向かってはばたいていき
たいという思いから『つばさ』と名
付けました」と岡原代表取締役。

株式会社つばさ資産パートナーズ
代表取締役　岡原　隆裕
大阪市淀川区東三国５丁目７－４ 2F 
事業内容：不動産コンサルティング事業、賃貸管理事業、不動
産仲介業務（売買・賃貸）、不動産投資事業など
https://tsubasa.jp/

■ 会社DATA

株式会社つばさ資産パートナーズ 大阪市淀川区
VOL.09

デザイン性の高さが目を引く、リノベーションブランドの「Reiz（ライツ）」（左2枚）と一戸建賃貸の「Felice（フェリス）」シリーズ（右2枚）。いずれも反響数が他物件よりも多く、
そのメインは20～40代とのこと。
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どが特に重要と考えていらっしゃる岡原社長。「物件が供給過多になっている時代、選ばれるためには入居者が魅力を感じるよう
な部屋づくりが求められます。デザイン性の高いリノベーションを投資効率を考えながら行い、他の物件と差別化を図り、競争優
位に立つことが賃貸経営の安定化につながると思い、『Reiz（ライツ）』というブランドを展開しています。Reizの特徴は、投資
利回りを考えて、リノベーションを行っている点。単にきれいにするのではなく、コストを抑えながら、デザイン性の高いリノベーショ
ンをすることをテーマとしています。
　また、少子化で賃貸経営が難しくなっている中、マンションやアパートでの土地活用だけでは、つまずくケースが目立ってきまし
た。一方、一戸建賃貸はファミリーなどの需要が高いにも関わらず供給数が不足しています。需要が見込めるので、規格商品も
市場に増えてきました。
　でも、規格商品にはデザイン的に“いいな”と思えるものがありませんでした。そこで、“デザイン性が高い”“建築費を抑えられる”
“投資利回りが高い”という商品をつくれば、家主様や入居者にも喜んでもらえるのではと思ったんです。まずは自社で堺市の
土地を仕入れて一戸建を建築し、『Felice（フェリス）』シリーズを展開していくことに決めました。以降、立地に合わせてコンセ
プトを決め、順調に棟数を増やしています。マンションの建築などは億単位で考えなくてはなりませんが、木造の一戸建であれば、
規模にもよりますが1,500万～2,000万円ほど。維持費も集合住宅に比べるとかかりませんので、支出面でのリスクが軽減でき
ます。また、相続時の遺産分割も行いやすくなる点もポイントだと思います」

デザイン性や収益性などに配慮したオリジナルブランドで、魅力的で選ばれる物件を提供。

セミナーの定期開催で有効な情報を発信し、時間をかけて信頼へとつなげています。

「顧客と我々が、共につばさを広げ
て幸せに向かってはばたいていき
たいという思いから『つばさ』と名
付けました」と岡原代表取締役。

株式会社つばさ資産パートナーズ
代表取締役　岡原　隆裕
大阪市淀川区東三国５丁目７－４ 2F 
事業内容：不動産コンサルティング事業、賃貸管理事業、不動
産仲介業務（売買・賃貸）、不動産投資事業など
https://tsubasa.jp/

■ 会社DATA

株式会社つばさ資産パートナーズ 大阪市淀川区
VOL.09

デザイン性の高さが目を引く、リノベーションブランドの「Reiz（ライツ）」（左2枚）と一戸建賃貸の「Felice（フェリス）」シリーズ（右2枚）。いずれも反響数が他物件よりも多く、
そのメインは20～40代とのこと。
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1-2…		特集　今月の活躍会員のご紹介
3…		information
4…		令和３年度賃貸不動産経営管理士試験

合格発表
4…		名探偵たくっちVol.29　

～ナンバープレースの謎～
5…高村会長　年頭のごあいさつ
6…吉村大阪府知事　年頭のごあいさつ
7-8…令和3年度第3回不動産業務研修会
9-10…住宅セーフティネット制度を

ご利用ください
11-13…最近の判例から

～たくっちの実務ノート～

13…会員業者限定
弁護士による無料法律相談

14…苦情申出処理報告書・苦情解決申出
処理集計表・相談受付件数

15…不動産流通関連サイトのお知らせ
16…業界の「いま」を知る　

大阪宅建☆ハイライト
17…		大阪をひとめぐり　

どこっち？たくっち！
18…		（取引士センター）講演録出版のご案内

裏表紙…2022年度宅建取引士試験対策講座　
受講生募集

   information
【賃貸住宅管理業】業務管理者登録のための「実務講習」が受付開始に！
　	昨年６月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、賃貸住宅管理戸数

（自己所有物件の管理を除く）200戸以上の場合、国土交通省に“賃貸住宅管理業者”として登録を
行い、事務所ごとに「業務管理者」を置くことが義務付けられました。

　業務管理者になるためには、
　　①　有効な宅建士証を持っていること  ※実務講習修了後、指定講習の受講が必要です。
　　②　令和２年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格していること
　　③　令和３年度の賃貸不動産経営管理士試験に合格していること

　上記①～③のいずれかの要件とあわせて、「賃貸住宅の管理業務に関する２年以上の実務経験」
が必要です。

このたび、受講修了することで２年以上の実務経験に代わる「実務講習」の受付が開始されました。
詳しい手続き方法は、（一社）賃貸不動産経営管理士協議会　受講申込ページよりご確認ください。

https://www.chintaikanrishi.jp/course_practice/

インターネットを使用した

ｅラーニング講習っち♪
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名探偵たく
っちV

ol.29

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV

l.229 プレゼントをリニューアル！

プレゼント

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/4Gn7sroS7775VP2m7
2022年2月28日（月）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズルの解答・会社名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

リニューアルリニューアルリニューアル！！！！！ JCB
ギフトカードを
2名に進呈

解答 前回の答え

ＡＡ B C D

マ フ ラ ー＋ ＝

Q. ルールにしたがってすべての空きマスに数字を埋め、色マスに入った数字の合計を答えてください。

（１）タテ列（９列）、ヨコ列（９列）のそれぞれの列の中に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

（２）３×３マスの太線で囲まれたすべてのブロック（９個）に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

7 3 9 8 4 2 5 7 3 9 1 8 6 4 2 5
5 6 4 3 7 1 9 5 8 6 4 2 3 7 1 9
4 2 1 5 3 4 2 1 7 5 9 3 8 6

6 5 7 9 2 6 8 5 4 7 1 9 3
3 4 5 2 1 6 7 8 3 4 5 2 9 1 6 7 8

9 3 8 4 1 9 7 3 6 8 5 4 2
2 1 9 3 4 6 7 2 8 1 5 9 3 4

9 1 4 6 2 8 7 9 1 4 6 3 2 8 5 7
8 5 3 7 2 6 1 8 5 3 9 7 4 2 6 1

【ルール】

【例題】

2 1 5 7 3
7 9 8

6 2 8 3 4
1 4 8 5

8 5 4 6
2 9 5 7
8 3 4 1 6

9 2 3
1 5 7 9 4

Webフォームはこちら

申込者数は前年比約20％増！  （賃貸住宅管理業） 業務管理者の登録要件の１つに！！
　11月21日（日）に実施された「令和３年度賃貸不動産経営管理士試験」の合格発表が、１月７日（金）
に行われました。
　昨年４月に国家資格化されてから初めての試験として注目された実施結果は、合格者数10,240
名、合格率は31.5％、合否判定基準は50問中40問以上（管理士講習修了者は45問中35問以上）
正解となりました。
　(一社)賃貸不動産経営管理士協議会Webサイト内(https://chintaikanrishi.jp/)にて、合格者
の受験番号及び実施結果の概要が掲載されていますので、ご確認ください。

申込者数 受験者数 合格者数 合格率

全  国 35,553名 32,459名 10,240名 31.5%

大阪府 3,003名 2,758名 836名 30.3%

実・施・結・果

令和３年度賃貸不動産経営管理士試験　合格発表祝
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年頭のごあいさつ
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

 会　長　　高 村　 永 振

5

　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素は、本協会の諸活動に対し、各段のご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症拡大により頻出されていた緊急事態宣言が、昨年10月に解除されて以降、

国内経済活動は徐に再開が進み、GDPも本年中にコロナ禍前の水準に回復の見通しとされているものの、

新変異株の脅威が再び世界を震撼させています。

　不動産業界においても、コロナ禍がもたらしたウッドショックや原材料・部品の供給不足による影響が

多方面に及び、依然として先行き不透明感が残る一方、不動産テックの進展により、現場の業務支援系ツ

ールの提供増加に加え、百花繚乱のサービスが誕生した年となりました。

　このような中、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設され、業界の健全な発展・育成を図るため、良好な

居住環境の確保、不良業者の排除が法制化されました。また、不動産取引における心理的瑕疵に関するガ

イドラインの策定等、私たち宅建業者が一段と知識を研鑽し、適切な物件調査・管理を行うことで、不動

産取引の専門家としての責務を果たしていくことが一層期待されています。

　本協会におきましても、昨年確立した大阪宅建ビジョンの中期新戦略に基づき、「会員のニーズを的確に

把握し、真に会員のためとなる組織体制」となるべく、皆さまからお寄せいただく声を事業に活かしてまい

ります。2022年度は、①地域貢献・地域活性化 ②会員のビジネスチャンスの創出 ③大阪宅建の組織体制

の盤石化を重点活動として掲げます。

　とりわけ、会員のビジネスチャンスの創出については、まちづくりに携わるプロフェッショナルが更な

る躍進をするためのサポート体制の強化や、TAKTAS.やビジネス交流会によるネットワーク育成を会員支

援事業の軸に位置付け、“商機”や“同志”との出会いに積極的に取り組んでまいります。さらに、地域の価

値向上を共に目指すOsakaMetroとのエリアリノベーション事業及び行政との空き家問題への連携により、

遊休不動産を活用・活性化させることで、持続可能なまちづくりを推進してまいります。

　今後も、DXを促進しながら時流に対応できる環境整備を備え、本協会の１社１社の会員の皆さまのメリ

ットとなる事業運営と組織確立を実現させて参る所存です。

　むすびに、皆さまのより一層のご支援とご協力をお願い申し上げるとともに、皆さまにとって飛躍の年

となり、益々のご繁栄とご健勝をお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ

大阪府知事　　吉 村　 洋 文

　新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　皆様には、日頃から宅地建物取引業の振興を通じ、大阪府政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染者が府内で初めて確認されてから間もなく２年となります。当初は未知の

ウイルスへの対応に苦慮しましたが、府民のいのちとくらしを守ることを最優先に、府民・事業者の皆

様の多大なご協力をいただきながら、全力で感染防止対策に取り組んできました。

　ただ、新たな変異株であるオミクロン株が確認されており、引き続き、緊張感を持ってコロナ対策に

しっかりと取り組むとともに、皆様には、基本的な感染防止対策の徹底にご理解とご協力をお願いします。

　2022年は、コロナ対策を着実に進めながら、大阪経済をV字回復させ、さらなる高みへと導くことで、

「世界の中で躍動し、成長し続ける大阪」の実現をめざします。

　2025年大阪・関西万博はポストコロナの新たな未来を切り拓くシンボルです。開催まで3年余りとな

った万博の成功に取り組むとともに、世界の課題解決に貢献するSDGｓ先進都市をめざします。

　  私の任期も、残すところ一年余りとなりました。

　これまで、G20大阪サミットの開催やIRの誘致、スタートアップ・エコシステムの推進などに全力を

尽くしてきましたが、就任当時には予想もしなかったコロナという難題に直面しました。この未曽有の

危機を乗り越え、大阪を再び成長のステージに乗せていくことが、私に課せられた最大の使命だと考え

ています。

　そのためには、これまで以上に大阪市との連携をより強固なものとし、府市一体、広域一元化を通じて、

東西二極の一極として日本の成長をけん引する「副首都・大阪」の実現につなげていきます。

　皆様からの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会大

阪本部の今後ますますのご発展と、本年が皆様にとって実りある素晴らしい年となりますようお祈りい

たします。
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     令和3年度  第3回  不動産業務研修会

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた
受講義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修 （Web動画配信による研修会） 【全体約124分】

【研修の目的】	 	 	 	 	 	
個別性の高い不動産取引において、契約書ひな型の
条文のみでは当事者双方の合意した取引条件が十分
に表せていないことがあります。売買・賃貸それぞ
れの事例を基にした再現ドラマを交え、契約書の特
約条項について弁護士が解説します。

①後見人による取引に関する特約条項	 （約15分）
　・そもそも特約条項とは何か？
　・後見人による取引による注意点
②契約不適合責任の免責に関する特約条項	（約16分）
　・免責条項は万能ではない
③残置物の処理に関する特約条項	 （約13分）
　・「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
④賃借人からの中途解約時に残存期間の賃料を
　違約金とする特約条項	 （約12分）
　・事業用賃貸借契約の場合
　・居住用賃貸借契約の場合

【研修の目的】	 	 	 	 	
不動産取引ではトラブルが裁判にまで発展してしま
うことがあります。不動産に関わる裁判例の中から
売買・賃貸それぞれの事例を取り上げ、再現ドラマ
を交えて不動産取引の注意点について弁護士が解説
します。	

①現状有姿特約について	 （約18分）
　・現状有姿とは？
　・現状有姿特約の効力・特約の及ぶ範囲
②破産と差押えの対応について	 （約21分）
　・賃借人の破産・差押
　・賃貸人の差押
③高齢者との不動産取引について	 （約15分）
　・契約当事者の意思能力
④自力救済の禁止について	 （約14分）
　・自力救済とは？
　・自力救済に当たらないケース

●動画視聴期間／	令和４年２月７日（月）午前０時～３月11日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（https://www.osaka-takken.or.jp/）の会員ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会	
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

売買契約・賃貸借契約における
特約条項第１部　 事例から学ぶ

不動産取引の注意点第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了して下さい。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会未受講者は、処分を
加重することとなりました。具体的には、過去3年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

インターネット環境のない会員・会員以外：研修動画上映会へ出席（確認テスト有）
次ページ下段の研修動画上映会申込書を所属支部にＦＡＸして下さい。
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡いたします。

研修動画上映会申込書

受講理由に○をつけてください。　 受講日 ３月４日（金）

所属支部

	商号または名称

	出席者

	（区　分）　				正会員			・			準Ａ			・			準Ｂ			・			従業員

	TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問い合わせください)

〔会員ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページ”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員Ａ、準会員Ｂ、その他従業員の中で該当するも
のを選択して“ログイン”ボタンを押してください。
　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問い合わ
せください。）

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

日時：令和４年３月４日（金）
　　　13：30	～	16：00	終了予定	（13：00～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：50名
　　　※ご都合が合わない場合は、本部までご相談ください。

大阪宅建協会Webサイト　https://www.osaka-takken.or.jp/

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法
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高高齢齢者者、、障障ががいい者者、、外外国国人人、、生生活活保保護護受受給給者者等等のの入入居居ににつついいてて、、

トトララブブルルやや事事故故、、滞滞納納のの不不安安ははあありりまませせんんかか？？

居住支援法人が緊急連絡先の提供や見守りなど、様様々々なな支支援援をを行行いい、、家家主主のの不不安安をを解解消消ししまますす！！

高齢者、障がい者、外国人、低額所得者、ひとり親世帯などの住宅の確保に配慮が必要な方（住宅確保要配慮者）

に安心して住まいを確保してもらえるよう、民間の空き家・空き室を活用して、これらの方の入居を拒まない賃貸住宅

の供給を促進することを目的に設立された制度を「住住宅宅セセーーフフテティィネネッットト制制度度」と言います。

住住宅宅セセーーフフテティィネネッットト制制度度は、以下の３つの柱から成り立っています。

❶❶ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの入入居居をを拒拒ままなないい賃賃貸貸住住宅宅（（セセーーフフテティィネネッットト住住宅宅））のの登登録録制制度度

❷❷ 登登録録住住宅宅のの改改修修・・入入居居へへのの経経済済的的支支援援

❸❸ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者へへのの入入居居支支援援、、住住ままいいののママッッチチンンググ

住住宅宅セセーーフフテティィネネッットト制制度度ののイイメメーージジ
～居住支援法人と連携体制を整えると住宅確保要配慮者の住まい探しがスムーズに行えます～

家家主主

住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者

居居住住支支援援法法人人

居居住住支支援援法法人人
ななどどのの情情報報提提供供

物物件件提提供供

・緊急連絡先の提供
・見守りなどの生活支援
・入居トラブルの相談対応
・家賃債務保証の情報提供 など

連連携携

居居住住支支援援法法人人
ななどどのの情情報報提提供供

物物件件情情報報提提供供

家家主主のの不不安安

・高齢者の一人暮らしって、万が一の時、不安だな・・・

誰か見守りしてくれる人とかいるのかな？

残された家財整理は家主がしないといけないのかな？

・障がい者や外国人の方って、近隣住民とトラブルにならないかな？

・外国人の方って生活習慣が違うだろうし、マナーを守ってくれる

のかな？言葉は通じるかな？

居居住住支支援援法法人人がが
支支援援ししててくくれれるるなならら

安安心心だだ！！！！

・死亡時の残存家財の処理
・死後事務委任
・葬儀・納骨 など

協協力力店店
（（不不動動産産店店））

居居住住支支援援

居居住住支支援援法法人人ととはは

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する情情報報提提供供・・相相談談や、見見守守りりなどの生活支援、家賃債務

保証等の居住支援を行う法人であり、「住宅セーフティネット法」に基づき都都道道府府県県がが指指定定すするる法法人人です。

大阪宅建協会は、Osakaあんしん住まい推進協議会（次ページ参照）に参画し、住宅確保要配慮者が安心して
住まいを確保できる環境整備を目指し、住宅セーフティネット制度の促進や取組みに協力しております。

住住宅宅セセーーフフテティィネネッットト制制度度ををごご利利用用くくだだささいい
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主な
登録
基準

一般住宅 共同居住型住宅（シェアハウス）

耐震性を有すること

住戸の床面積が18㎡以上
（台所、便所、浴室、収納を有すること）

住宅全体の面積 ：13.5㎡×N（入居者数）＋10㎡以上
専用居室の床面積：7.5㎡以上

※１戸から登録が可能です。
※登録手続きについては、Osakaあんしん住まい推進協議会が代行で入力手続きを行うことも可能です。
※ひとり親世帯向けシェアハウスについては、別途基準を設けています。

詳しくは、大阪府居住企画課（06-6210-9707）までお問合せください。

会会員員のの皆皆ささままににごご協協力力いいたただだききたたいいこことと

物件を登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① 登録した賃貸住宅は、あんぜん・あんしん賃貸検索システム（http://sumai.osaka-anshin.com/）や
国のＨＰ（セーフティネット住宅情報提供システム：https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php）
に掲載され、情情報報をを広広くく周周知知することで、空空きき家家・・空空きき室室対対策策ががででききまますす。。

② 住宅確保要配慮者受入れにあたり必要な改修を行う場合は、補補助助やや低低利利融融資資等等をを受受けけるるここととががででききまますす。

③ 入居前・入居後における事故や滞納と言った不安や問題も市町村や居居住住支支援援法法人人等等にに相相談談でできき、、
解解決決にに向向けけたたササポポーートトが受けられます。

④ セーフティネット住宅に生活保護受給者が新たに入居する場合や家賃等を滞納している場合の住宅扶助
及び共益費について、原原則則、、代代理理納納付付をを適適用用ででききまますす。

❶❶ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの入入居居をを拒拒ままなないい賃賃貸貸住住宅宅（（セセーーフフテティィネネッットト住住宅宅））をを登登録録ししててくくだだささいい。。

❷❷ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししのの相相談談にに応応じじるる「「協協力力店店」」にに登登録録ししててくくだだささいい。。

❸❸ 居居住住支支援援法法人人とと連連携携しし、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい。。

OOssaakkaaああんんししんん住住ままいい推推進進協協議議会会
高齢者、低額所得者、障がい者、外国人世帯、子育て中の方などへの支援、不動産事業者の方への支援、それらの支援方策の検討
を行い、住宅の確保に配慮を要する方をサポートできるよう、様々な取り組みを行っています。

【【事事務務局局】】 大大阪阪府府居居住住企企画画課課 TTEELL：：0066--66221100--99770077

※※協協力力店店ととはは・・・・・・
高高齢齢者者やや障障ががいい者者等等のの住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの
住住ままいい探探ししにに関関すするる相相談談にに応応じじるる不不動動産産店店でですす。。

協力店に登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムムにに掲掲載載

② 行行政政窓窓口口でで協協力力店店ととししてて紹紹介介

③ ステッカーやのぼりなどのＰＰＲＲググッッズズをを無無料料提提供供

緊緊急急連連絡絡先先ががなないい、保保証証人人ががいいなないい、近近隣隣トトララブブルルがが心心配配など、住宅確保要配慮者の住まいが見つからない場合、

居住支援法人が住宅確保要配慮者をサポートをすることで、家家主主にに安安心心していただき、住宅確保要配慮者の入居を
受け入れていただくことができます。

居居住住支支援援法法人人とと連連携携ししてていいたただだきき、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい！！

ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムム 検検索索

「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」とは、大阪府内にある登録住宅や
公営住宅、協力店などの情報を掲載し、詳細な条件で検索できるしくみです。

行政や福祉関係者等にもご使用いただいています。

大阪府では、「セーフティネット住宅」を「あんぜん・あんしん賃貸住宅」として
情報提供しています。

◎協力店の登録方法
サイト下部の「協力店はこちら」から、または、
下記アドレスから登録手続きが可能です。
http://sumai.osaka-anshin.com/info/partners

主な
登録
基準

一般住宅 共同居住型住宅（シェアハウス）

耐震性を有すること

住戸の床面積が18㎡以上
（台所、便所、浴室、収納を有すること）

住宅全体の面積 ：13.5㎡×N（入居者数）＋10㎡以上
専用居室の床面積：7.5㎡以上

※１戸から登録が可能です。
※登録手続きについては、Osakaあんしん住まい推進協議会が代行で入力手続きを行うことも可能です。
※ひとり親世帯向けシェアハウスについては、別途基準を設けています。

詳しくは、大阪府居住企画課（06-6210-9707）までお問合せください。

会会員員のの皆皆ささままににごご協協力力いいたただだききたたいいこことと

物件を登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① 登録した賃貸住宅は、あんぜん・あんしん賃貸検索システム（http://sumai.osaka-anshin.com/）や
国のＨＰ（セーフティネット住宅情報提供システム：https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php）
に掲載され、情情報報をを広広くく周周知知することで、空空きき家家・・空空きき室室対対策策ががででききまますす。。

② 住宅確保要配慮者受入れにあたり必要な改修を行う場合は、補補助助やや低低利利融融資資等等をを受受けけるるここととががででききまますす。

③ 入居前・入居後における事故や滞納と言った不安や問題も市町村や居居住住支支援援法法人人等等にに相相談談でできき、、
解解決決にに向向けけたたササポポーートトが受けられます。

④ セーフティネット住宅に生活保護受給者が新たに入居する場合や家賃等を滞納している場合の住宅扶助
及び共益費について、原原則則、、代代理理納納付付をを適適用用ででききまますす。

❶❶ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの入入居居をを拒拒ままなないい賃賃貸貸住住宅宅（（セセーーフフテティィネネッットト住住宅宅））をを登登録録ししててくくだだささいい。。

❷❷ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししのの相相談談にに応応じじるる「「協協力力店店」」にに登登録録ししててくくだだささいい。。

❸❸ 居居住住支支援援法法人人とと連連携携しし、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい。。

OOssaakkaaああんんししんん住住ままいい推推進進協協議議会会 【【hhttttpp::////oossaakkaa--aannsshhiinn..ccoomm//aabboouutt//】】
高齢者、低額所得者、障がい者、外国人世帯、子育て中の方などへの支援、不動産事業者の方への支援、それらの支援方策の検討
を行い、住宅の確保に配慮を要する方をサポートできるよう、様々な取り組みを行っています。

【【事事務務局局】】 大大阪阪府府居居住住企企画画課課 TTEELL：：0066--66221100--99770077

※※協協力力店店ととはは・・・・・・
高高齢齢者者やや障障ががいい者者等等のの住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの
住住ままいい探探ししにに関関すするる相相談談にに応応じじるる不不動動産産店店でですす。。

協力店に登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムムにに掲掲載載

② 行行政政窓窓口口でで協協力力店店ととししてて紹紹介介

③ ステッカーやのぼりなどのＰＰＲＲググッッズズをを無無料料提提供供

緊緊急急連連絡絡先先ががなないい、保保証証人人ががいいなないい、近近隣隣トトララブブルルがが心心配配など、住宅確保要配慮者の住まいが見つからない場合、

居住支援法人が住宅確保要配慮者をサポートをすることで、家家主主にに安安心心していただき、住宅確保要配慮者の入居を
受け入れていただくことができます。

居居住住支支援援法法人人とと連連携携ししてていいたただだきき、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい！！

ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムム 検検索索

「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」とは、大阪府内にある登録住宅や
公営住宅、協力店などの情報を掲載し、詳細な条件で検索できるしくみです。

行政や福祉関係者等にもご使用いただいています。

大阪府では、「セーフティネット住宅」を「あんぜん・あんしん賃貸住宅」として
情報提供しています。

◎協力店の登録方法
サイト下部の「協力店はこちら」から、または、
下記アドレスから登録手続きが可能です。
http://sumai.osaka-anshin.com/info/partners

主な
登録
基準

一般住宅 共同居住型住宅（シェアハウス）

耐震性を有すること

住戸の床面積が18㎡以上
（台所、便所、浴室、収納を有すること）

住宅全体の面積 ：13.5㎡×N（入居者数）＋10㎡以上
専用居室の床面積：7.5㎡以上

※１戸から登録が可能です。
※登録手続きについては、Osakaあんしん住まい推進協議会が代行で入力手続きを行うことも可能です。
※ひとり親世帯向けシェアハウスについては、別途基準を設けています。

詳しくは、大阪府居住企画課（06-6210-9707）までお問合せください。

会会員員のの皆皆ささままににごご協協力力いいたただだききたたいいこことと

物件を登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① 登録した賃貸住宅は、あんぜん・あんしん賃貸検索システム（http://sumai.osaka-anshin.com/）や
国のＨＰ（セーフティネット住宅情報提供システム：https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php）
に掲載され、情情報報をを広広くく周周知知することで、空空きき家家・・空空きき室室対対策策ががででききまますす。。

② 住宅確保要配慮者受入れにあたり必要な改修を行う場合は、補補助助やや低低利利融融資資等等をを受受けけるるここととががででききまますす。

③ 入居前・入居後における事故や滞納と言った不安や問題も市町村や居居住住支支援援法法人人等等にに相相談談でできき、、
解解決決にに向向けけたたササポポーートトが受けられます。

④ セーフティネット住宅に生活保護受給者が新たに入居する場合や家賃等を滞納している場合の住宅扶助
及び共益費について、原原則則、、代代理理納納付付をを適適用用ででききまますす。

❶❶ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの入入居居をを拒拒ままなないい賃賃貸貸住住宅宅（（セセーーフフテティィネネッットト住住宅宅））をを登登録録ししててくくだだささいい。。

❷❷ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししのの相相談談にに応応じじるる「「協協力力店店」」にに登登録録ししててくくだだささいい。。

❸❸ 居居住住支支援援法法人人とと連連携携しし、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい。。

OOssaakkaaああんんししんん住住ままいい推推進進協協議議会会 【【hhttttpp::////oossaakkaa--aannsshhiinn..ccoomm//aabboouutt//】】
高齢者、低額所得者、障がい者、外国人世帯、子育て中の方などへの支援、不動産事業者の方への支援、それらの支援方策の検討
を行い、住宅の確保に配慮を要する方をサポートできるよう、様々な取り組みを行っています。

【【事事務務局局】】 大大阪阪府府居居住住企企画画課課 TTEELL：：0066--66221100--99770077

※※協協力力店店ととはは・・・・・・
高高齢齢者者やや障障ががいい者者等等のの住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの
住住ままいい探探ししにに関関すするる相相談談にに応応じじるる不不動動産産店店でですす。。

協力店に登録いただくとこんなメメリリッットトががあありりまますす！！

① ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムムにに掲掲載載

② 行行政政窓窓口口でで協協力力店店ととししてて紹紹介介

③ ステッカーやのぼりなどのＰＰＲＲググッッズズをを無無料料提提供供

緊緊急急連連絡絡先先ががなないい、保保証証人人ががいいなないい、近近隣隣トトララブブルルがが心心配配など、住宅確保要配慮者の住まいが見つからない場合、

居住支援法人が住宅確保要配慮者をサポートをすることで、家家主主にに安安心心していただき、住宅確保要配慮者の入居を
受け入れていただくことができます。

居居住住支支援援法法人人とと連連携携ししてていいたただだきき、、住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者のの住住ままいい探探ししににごご協協力力くくだだささいい！！

ああんんぜぜんん・・ああんんししんん賃賃貸貸検検索索シシスステテムム 検検索索

「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」とは、大阪府内にある登録住宅や
公営住宅、協力店などの情報を掲載し、詳細な条件で検索できるしくみです。

行政や福祉関係者等にもご使用いただいています。

大阪府では、「セーフティネット住宅」を「あんぜん・あんしん賃貸住宅」として
情報提供しています。

◎協力店の登録方法
サイト下部の「協力店はこちら」から、または、
下記アドレスから登録手続きが可能です。
http://sumai.osaka-anshin.com/info/partners

http://osaka-anshin.com/about/http://osaka-anshin.com/about/
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迷 惑 行 為
“マンションの集合郵便受けにチラシを投函した行為が、
不法行為を構成する”とした慰謝料支払い請求が棄却された事例
													　（東京地判　令２・２・27　ウエストロー・ジャパン）　笹谷　直生

   最近の判例から ～たくっちの実務ノート～

１　事案の概要

　Ｘ（第一審原告・個人）の居住するａマンション（本件マンション）は、３階建てのマンションで
あり、敷地部分と前面通路との間に塀等による仕切りはない。本件マンションは、玄関部分と階
段部分からなる棟と住居として使用される住居棟に分かれており、玄関階段棟の入口には、ガラ
ス製の透明な扉が設置され、「関係者以外立入禁止」との札が貼付されている。玄関部分には、各
居住者が使用する集合郵便受けが設置されており、個人Ｘの郵便受けには、「チラシお断り！」「チ
ラシを入れた企業の製品等は絶対に購入しません！チラシを入れた政党・候補者には絶対に投票
しません！」「チラシ投入、即、不法侵入で刑事告発！＆精神的被害に対する賠償請求！」「チラシ
投入業者との裁判結果　謝罪及び解決金10,000円受領で和解」とのステッカーが貼付されている。

　Ｙ（第一審被告・政治団体）は、平成30年11月27日頃、本件マンションの集合郵便受けに、ｂ
市議会議員ｃの活動等を紹介する内容の政治団体Ｙ作成のチラシ（本件チラシ）を投函した。

　個人Ｘは、“政治団体Ｙのかかる行為が、不法行為にあたり損害を被った”とし、第一審での敗
訴を受け、本件を提訴した。

（個人Ｘの主張）
　本件マンションのエントランスがある玄関階段棟と外部の空間には障壁となるガラス扉が設け
られている一方、住居棟と玄関階段棟との間には何ら障壁はなく、これらは一体不可分である。
　ガラス扉には、「関係者以外立入禁止」の表示がなされており、関係者以外の者がガラス扉を越
えて建物内に侵入することは、刑法130条前段の罪に当たる。ガラス扉は通常施錠されていないが、
居住者及び関係者の利便のためであり、関係者以外の立入りを容認しているわけではない。政治
的主張を記したチラシ等の投函のために立ち入ることは不法侵入に該当する。

マンション１階の集合郵便受けに、チラシ１枚が投函されたことについて、
“１階部分への立ち入り禁止の表示に反する行為であって、不法行為を構成する”として、
慰謝料10万円等の支払いを求めた事案において、その訴えを棄却した事例。

（東京地裁　令和２年２月27日判決　ウエストロー・ジャパン）
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　個人Ｘは、不法侵入を伴うチラシ投函行為に対し、極めて強い不快感等を覚えており、たとえ
１枚のチラシといえども許容できない精神状態にある。そのため、個人Ｘの郵便受けには“チラシ
投函拒否”の意思表示をしている。政治団体Ｙは、個人Ｘの意思に反する投函行為を行ったもので
あり、その加害の意図は明白である。

（政治団体Ｙの主張）
　本件チラシを投函した政治団体Ｙは、施錠されていないガラス扉を開けて平穏にエントランス
ホールに入ったのであり、物理的障壁を突破したわけではない。本件チラシの内容も、ｂ市議会
議員であるｃの市議会議員としてのこれまでの活動や政策課題についての意見などをｂ市民に説
明し、真摯に訴える内容が記載されたものであり、目的自体正当である。
　上記のとおり、エントランスホールに立ち入った程度であって、最高裁の判例で建造物侵入罪
の成立を認めた事案とは異なる。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のように判示し、個人Ｘの請求を棄却した。

　本件チラシを個人Ｘの郵便受けに投函した行為は、明示的に示された本件マンションの管理組
合の意向及び個人Ｘの意思に反する行為であるからといって、直ちに違法であるということはで
きず、当該行為が違法になるか否かについては、その行為の態様が社会通念上一般に許容される
受忍限度を超える侵害をもたらすものであるか否かによって判断すべきである。

　これを本件についてみるに、本件マンションの敷地部分と前面通路との間に塀等による仕切り
はなく、本件マンションの玄関階段棟の入口のガラス扉も施錠されてはいない。本件マンション
の玄関部分に設置してある集合郵便受けに投函するためには、玄関部分に立ち入ることは必要で
あるが、本件マンションが玄関階段棟と住居棟に分かれていることからすれば、現実に住民が居
住する住居棟内に立ち入る必要はない。配布された本件チラシは、一見して市議会議員の活動報
告等の文書であることがわかるものであって、紙１枚にすぎず、詳細を確認せずに廃棄すること
も容易な文書である。
　以上のとおり、本件チラシの投函行為は、物理的な強制力を用いたものではなく、立ち入った
程度も住民が居住する区域ではなく玄関部分のみであって、配布された本件チラシの内容・分量
も上記の程度であることに鑑みると、一般的に受ける不利益の程度も、社会的に受忍し得る限度
を超えるものではないと認定するのが相当である。
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　個人Ｘは、本件チラシの投函行為が、建造物侵入罪を構成すると主張するが、建造物侵入罪の
成立を認めた最高裁の判例の事案とは、建造物への立ち入りの態様が異なる。個人Ｘの主張は採
用することができない。
　したがって、本件チラシの投函行為は、不法行為を構成しない。

３　まとめ

　郵便受けへのチラシ投函は、日常見受けられる行為であるが、不必要な情報であることが多く、
一種の迷惑行為と言えなくもない。

　「チラシお断り」とされた郵便受けへのチラシ投函に関する裁判例について、不法行為の成立が
否定された事案としては、本件裁判例（一回一枚の投函、社会的な受忍限度を超えていない）のほか、
東京地判　平成27・12・２　ウエストロー・ジャパン（チラシ投函により、慰謝料を発生させる
ほどの住居の平穏が害されたとは認められない）が、一方、不法行為の成立が認められた事例とし
ては、東京地判平22・３・17　ウエストロー・ジャパン（チラシ投函に関して訴訟となり投函は
しないとして和解したが、再度投函をしたことについて、10万円の慰謝料が認容）が見られる。

　不動産業者においても、チラシ投函は有力な営業ツールであると思われるが、「チラシお断り」
と拒否が示されている郵便受けへの投函は、トラブルとなり得るものであり、慎むべきであろう。
	 （調査研究部調査役）
																					

一般財団法人	不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/guide/retio.html

RETIO　123号より引用
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令和３年度　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決	

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決						

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払･

減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月 9 7 2 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6月 15 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
7月 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9,940,709
8月 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9月 15 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 4,829,983
10月 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 14 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 13 3 3 6 0 1 0 7 1 5 0 1 2 0 2 14,770,692

※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　 令和３年11月30日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和３年11月30日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行	 	
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除	 	 	
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除	 	 	 	 	
6　過払い金の返還請求
7　その他

0
0
1
0
0
0
0

1

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

1
0
0

1

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他	

2
2
1
0
0

5

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求	
4　その他	

0
0
0
0

0

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題	
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題	
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他	

0
0
0
0
0

0

⑥その他 1　その他 0 0
合　　　　　　　　　　計 　　7

相
談
内
容
　
　
　　
　　			
　

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 3 （0） 43 （8） 9 （4） 7 （3） 54（11） 0 （0） 4 （3） 0 （0） 3 （1） 99（92） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （2） 225（124）
５月 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）

６月 2 （1） 28 （5） 2 （1） 2 （1） 25 （6） 0 （0） 2 （2） 0 （0） 0 （0） 36 （29） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 97 （45）
７月 0 （0） 51 （5） 2 （0） 13 （2） 66（12） 2 （1） 1 （1） 0 （0） 1 （0） 118 （113） 1 （0） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 257（134）
８月 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）

９月 2 （0） 26 （0） 3 （0） 5 （0） 29 （0） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 6 （0） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 75 （0）

10月 1 （0） 54 （4） 6 （1） 14（12） 60 （7） 1 （1） 2 （2） 0 （0） 0 （0） 100 （83） 4 （0） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 243（110）
11月 2 （0） 42 （3） 7 （2） 10 （7） 69 （8） 3 （3） 4 （3） 0 （0） 0 （0） 114（98） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 251（124）
計 10 （1） 244（25） 29 （8） 51（25） 303（44） 7 （5） 13（11） 0 （0） 5 （1） 473 （415） 7 （0） 3 （0） 0 （0） 3 （2） 1,148 （537）

割合（％） 0.9 0.2 21.3 4.7 2.5 1.5 4.4 4.7 26.4 8.2 0.6 0.9 1.1 2.0 0 0 0.4 0.2 41.2 77.3 0.6 0 0.3 0 0 0 0.3 0.4 100 46.8 

宅建業者相談件数537件（1,148件の内		46.8％）

令和３年度　本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　　令和３年11月30日現在

   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・相談受付件数



15

宅建NEWS 1・2 月号
2022

   不動産流通関連サイトのお知らせ

【近畿レインズ】レインズコールセンターの番号変更について
　近畿レインズコールセンター（ヘルプデスク）のお問い合わせ電話番号等が、2022年１月６日（木）
より変更となっております。

旧

⇒

新

0570－666－418 0570－01－4506

受付時間：9時～ 18時　 　　　　　
休 止 日：土・日・祝祭日・年末年始

受付時間： 9時～ 18時　　　　　　
休 止 日：土・日・祝祭日・年末年始
メ ー ル：reins_c@aj.wakwak.com

【近畿レインズ】2022年１月より新システムへ変わりました！
　近畿レインズは、2021年12月27日（月）をもって現行システムを終了し、2022年１月６日（木）
より新システムに変わり、「東日本・中部レインズ」「近畿レインズ」「西日本レインズ」の３つに分か
れたシステムを統合し、全国４指定流通機構が単一のシステムの共同利用を開始しました。

🖥従来システムからの変更点
＊システムの休止日について→「年末年始のシステム休止期間」のみとなり「夏季の休止期間」及び「月末

の休止日」がなくなります。システムの稼働時間（７:00～ 23:00）の変更はございません。
＊物件掲載期間の変更について→売買・賃貸を問わず、全物件種別の物件掲載期間が「92日間（登録初

日を含まず）」に統一になります。

物件種別 従来システム 新システム稼働後
2022年1月～

売買 全て ３ヶ月
92日賃貸 戸建・マンション １ヶ月

戸建・マンション以外 ３ヶ月
※12/27までに近畿レインズで登録いただいた物件については掲載期限の変更はございません。
　新システムにて公開延長（現：再登録→新：更新）を行われた際は、新ルールの92日が適応されます。

＊「物件再登録」業務の変更→物件掲載期間を延長する際に利用する「物件再登録」の業務名は「物件更新」
に変わります。また、物件更新を行った際は、物件番号は変わりません。

2021年12月27日（月）まで 2022年１月６日（木）から
業務名 物件再登録 物件更新

処理内容 物件掲載期間を延長する
物件番号は新たに取得する

物件掲載期間を延長する
物件番号は変わらない

近畿レインズWebサイト：http://www.member.kinkireins.or.jp/



16

1・2 月号
2022

新入会員（2021年11月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

北

㈱イグニス 平 岩　 幹 次 北区天神橋2-北2-25 06-6766-4890 ①63092

ARM㈱ 森 　 康 至 北区中崎西4-3-32　タカ大阪梅田ビル1102 06-6940-7508 ①63004

㈱サンガ 谷 本 　 学 都島区内代町1-1-22 06-6180-3539 ①63083

㈲クリーク 谷 川　 英 二 都島区都島本通2-9-16 06-6926-3633 ①63037

㈱プリンセス・メゾン 北 野　 裕 加 此花区西九条4-2-9 06-7891-1788 ①63070

MOKUROMU㈱ 岡 崎　 真 人 北区黒崎町13-15 06-6374-7085 ①63067

㈱ASK 赤 木　 春 貴 福島区福島2-10-19-616 06-6346-2355 ①63114

不動産流通㈱ 北 村　 高 広 都島区東野田町2-2-10 06-6354-7200 ①63122

中央

㈱ネオプラス 藤 田　 堅 太 朗 中央区材木町1-6 06-6484-8981 ①63086

㈱ELITE 河 原　 一 聖 中央区平野町3-1-7-2F-6 06-6786-8837 ①63019

新阪不動産㈱ 劉 　 玉 新 中央区北久宝寺町1-5-6-206 06-6121-2901 ①63137

西

㈱フロムディ 迫 田　 和 馬 西区西本町1-12-1 06-6539-3388 ①63117

㈱ルイスイノベーション 吉 田　 一 也 西区西本町1-5-13 090-3359-8000 ①63051

㈱88 PHAM HAI DIEN 浪速区元町3-1-18-3F 06-6636-0711 ①63082

なにわ京阪
㈱植田建設 植 田　 直 子 大東市大字龍間1075 072-869-0624 ①63094

㈱永和 金 沢　 利 和 鶴見区安田2-2-5 06-7173-2333 ①63141

なにわ東 美住ハウス㈱ 美 登 路　 渡 生野区中川4-12-15 06-6757-1587 ①63108

なにわ阪南

和建物㈱ 森 　 暢 宏 阿倍野区美章園1-2-3 06-7176-6176 ①63042

㈱Live Free 中 野　 裕 太 平野区長吉長原西1-3-13　ウノスビル202 06-4302-3005 ①63135

㈱カミテック 上 野 　 和 久 阿倍野区阪南町1-27-2　昭和町ビル7階 06-6626-3388 ①63138

北摂 ㈱GRANDSLAM 吉 本 　 誠 豊中市蛍池東町1-2-4-101 06-6398-7707 ①63133

北大阪 ㈱Life  Ark 足 立　 眞 太 郎 茨木市総持寺駅前町6-13-101 072-657-9237 ①63128

京阪河内 クリスタル不動産㈱ 星 宮　 哲 博 寝屋川市寿町61-8 072-803-8396 ①63189

東大阪八尾 武村産業㈲ 武 村　 泰 和 東大阪市御厨南2-4-45-507 06-4307-4446 ①63142

南大阪 ㈱エスリクト 木 本　 大 智 松原市天美東7-65　ライゾービル4F 072-320-9074 ①63129

堺市 ㈱NFマネジメント 今 井　 牧 子 堺市北区長曽根町46　アクシスクリエイティブセンター302 072-268-2005 ①63154

泉州

㈱令和 相 田 　 薫 岸和田市三田町687 072-445-0133 ①63127

㈱Kokufu 國 府　 俊 英 泉佐野市日根野3465-10 090-2284-1769 ①63126

㈱ティーガLink 松 﨑　 広 士 岸和田市下野町2-4-20-3F 072-423-6212 ①63118

	 2021年11月末現在の会員数は　正会員8,401名　準Ａ　682名　準Ｂ　5,276名

   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト
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    大阪をひとめぐり !  どこっち？ たくっち！    

🚇OsakaMetroエリアリノベーションプロジェクト「物件募集説明会」を開催
　大阪宅建では、OsakaMetroと事業提携し、沿線地域の活性化を目指す「エリアリノベーションプロ
ジェクト」を共に推進し、提供物件を募っています。

　御堂筋線「西田辺」「長居」「あびこ」の周辺エリアにおいて、遊
休不動産活用の手法で“沿線地域の活性化”に取組み、実際に、
会員事業者からの物件紹介により、リノベーションがスタート
しています。　
　大阪宅建では、多くの会員の皆さまと空き家でお困りのオー
ナー様にこの取組みを知っていただくため、12月13日（月）に
『空き家再生実例報告と物件募集説明会』のセミナーを開催しま
した。
　セミナーでは、東住吉区針中野"長屋プロジェクト"の事例か
らOsakaMetroとの事業スキームについて、空き家再生実例報
告と物件募集に関する具体的な説明が行われました。
　セミナー終了後は、担当者と名刺交換の上、物件情報の交換
が行われました。

　前回に引き続き、感染防止対策を講じて2021年12月に行われた、“不動産無料一般相談フェア”をご
紹介します。なにわ東支部では、“あなたの空家・空地（相続）大丈夫ですか？”と題した不動産無料一般
相談会と献血活動を実施し、地域に根差した取組みで大阪宅建をPRしました。

日時 開催支部 会場 開催内容
12月９日（木）
10時～ 15時 なにわ東 うえほんまちハイハイタウン　

イベント広場
不動産無料一般相談・
記念品配布・献血活動

2021年度　不動産無料一般相談フェアを開催（12月）

「不動産相談・献血に
ご来場いただき、区役所

相談も皆さんに
PRできたっち♪」
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttpp::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggee//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。）） 

講講 演演 録録 購購 入入 申申 込込 書書   ◇申申込込日日：：  年年  月月  日日 

((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー 行行     FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411）） 

注
文
部
数

宅建業者が注意すべき消費税のポイント
－仕入税額控除とインボイス制度を中心に－

R03年 12月発刊 冊

民法（物権法等）・不動産登記法改正の動向
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から）

R03年 05月発刊 冊

民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ
－不動産取引での重要ポイントを中心に－

R02年 11月発刊 冊

民法相続編改正
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－

R02年 02月発刊 冊

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01年 09月発刊 冊

不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01年 07月発刊 冊

合計部数 冊 合計金額
(1冊 500円)

円

お 名 前

ご 住 所 〒

日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内

定定価価各各 550000 円円((税税込込)) 

各各 AA44ササイイズズ

新新刊刊 
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本社・西日本本部│寝屋川店│大阪東住吉店│泉南店│滋賀野洲店│神戸三宮店

名古屋事業所│宮城店│新潟中央店│沖縄店

女性
スタッフ在籍

不用品
買取り

リユース
リサイクル

お客様

優待割引

不用品撤去でお悩みの方へ
創業 60 年のリリーフは適正価格で丁寧に対応致します。
ご予算に応じた相談も承ります。
どんな些細なことでもお気軽にお問合せください。

96
リリーフは

お客様満足度

％

※当社調べ

女性 不用品 リユース

年間4,000人が選んだ、
不用品撤去サービス

「 リリーフ 」

料金について ● おおよその目安としてご覧ください。

● 見積提出後の追加料金は一切ありません。

クレジットカード支払いOK！

※一部取り扱いの無い店舗がございます。 株式会社リリーフ

0120-112-089
お見積り無料、まずはお電話ください。

受付時間： 9:00 ～ 18:00（全日）

https://relief-company.jp/

( 株 ) 大阪宅建サポートセンター提携事業

東日本本部│東京中央区店│東京板橋店│東京府中店│東京八王子店│関東三郷事業所│
さいたま上武店│埼玉八潮店│埼玉美女木店│千葉ベイサイド店│横浜都築店│かわさき北店│茅ヶ崎店

対応
エリア

他

東京　│　神奈川　│　千葉　│　埼玉　│　群馬　│　栃木　│　山梨　│　茨城
大阪　│　兵庫　│　京都　│　奈良　│　滋賀　│　和歌山
愛知　│　岐阜　│　三重　│　静岡　│　長野
沖縄　│　宮城　│　新潟　

関  西

関  東

中  部
他

関  東
関  西

店舗

（税込）
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受講生募集

2022 年度

ご受講のメリット

講義を欠席されても、時間・場所を問わず、Web講座を受講頂け
ます。

講座終了時のアンケートで、多数の受講生が「わかりやすい」と回
答！

受講料・テキスト代・模試3回・Web講義、全部込みの会員特別の
価格！

充実のフォロー体制

わかりやすい教材・授業

安心の会員価格

詳細は、今月号同封のリーフレットをご覧ください！

受講生募集

18：30 ～ 20：4011118888：：：：33330000～～～～ 22220000：：：：4444000018：30 ～ 20：40

4 54444 55554 5 10 411110000 444410 4月 日 (火)月月月月 日日日日 ((((火火火火))))月 日 (火) ～ 月 日 (火)～～～～ 月月月月 日日日日 ((((火火火火))))～ 月 日 (火)

2022年2222000022222222年年年年2022年

全 48 回全全全全 44448888回回回回全 48 回回数回回回回数数数数回数

通学 ・ 通信通通通通学学学学・・・・通通通通信信信信通学 ・ 通信コーススココココーーーースススススススコース時間時時時時間間間間時間

日程日日日日程程程程日程

PCからは
検索大阪宅建協会

令和4年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻634号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／高村永振　発行責任者／塔本吉成
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

令和4年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻634号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

協会ＨＰに簡単アクセス

january february
1・22022

vol.634

vol.6341・22022

　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。
　　　　    不動産コンサルティング事業を軸に、
顧客満足度・社員満足度のアップを目指す不動産会社。

令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

令和３年度第３回不動産業務研修会

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」

令和４年　会長・大阪府知事　年頭のごあいさつ

令和３年度第３回不動産業務研修会

最近の判例から～たくっちの実務ノート～「迷惑行為」

特集


